
　
⑧

 自
家
用
、
営
業
用
、
レ
ン
タ
カ
ー
、

　
　
 そ
の
他
の
使
用
歴
を
表
示

・
登
録
車
は
初
度
登
録
年
月
、
軽
自
動
車
は
初
度
検
査
年
を
表
示

　
②

 初
度
登
録
（
届
出
）
年
月
の
表
示

ア
．
預
託
済
の
場
合

　
 →
「
預
託
済
で
あ
る
旨
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
預
託
金
相
当
額
が

含
ま
れ
て
い
る
」
旨
を
表
示

イ
．
未
預
託
の
場
合

　
 ・「

未
預
託
で
あ
る
旨
及
び
廃
棄
時
に
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の

支
払
い
が
必
要
で
あ
る
」
旨
を
表
示

　
⑪

 自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
表
示

・
保
証
に
要
す
る
費
用
が
「
車
両
価
格
」
に
含
ま
れ
る
場
合
は

「
保
証
付
き
」、

そ
れ
以
外
の
場
合
は
「
保
証
な
し
」
と
明
瞭

に
表
示

・「
保
証
付
き
」
の
場
合
、「

保
証
内
容
」、
「
保
証
期
間
又
は
保

証
走
行
距
離
数
」
を
明
瞭
に
表
示

　
⑤

 保
証
の
有
・
無
を
表
示

・ 
展
示
時
点
か
ら
過
去

2
年
以
内
に
定
期
点
検
整
備
が
行
わ

れ
、
そ
の
点
検
整
備
記
録
簿
が
展
示
車
両
に
備
え
付
け
ら

れ
て
い
る
場
合
「
有
」、

そ
の
他
の
場
合
「
無
」
と
表
示

・ 「
有
」
の
場
合
、
定
期
点
検
整
備
の
内
容
を
付
記

　
⑨

 前
使
用
者
の
点
検
整
備
記
録
簿
の
有
・
無
の
表
示

・ 
車
両
の
骨
格
に
当
た
る
部
位
の
修
正
及
び
交
換
歴
が

あ
る
場
合
「
有
」、

そ
の
他
の
場
合
は
「
無
」
と
表
示

　
⑦

 修
復
歴
の
有
・
無
の
表
示

ア
．
納
車
時
ま
で
に
定
期
点
検
整
備
を
実
施
し
て
販

売
す

る
場
合
、定

期
点
検
整
備
費
用
を
「
車
両
価
格
」
に
含
め
て
、

「
定
期
点
検
整
備
付
き
」
と
明
瞭
に
表
示

イ
．
定
期
点
検
整
備
を
実
施
し
な
い
場
合
、「

定
期
点
検
整
備

な
し
」
と
明
瞭
に
表
示

　
　
要
整
備
箇
所
が
あ
る
場
合
、
そ
の
旨
を
表
示

　
④

 定
期
点
検
整
備
の
有
・
無
を
表
示

ア
．
購
入
時
に
最
低
限
必
要
な
全
て
の
費
用
を
含
め
た
価
格
を

「
支
払
総
額
」
の
名
称
で
表
示

イ
．
内
訳
と
し
て
「
車
両
価
格
」
及
び
「
諸
費
用
」
を
表
示

　
　
　
実
際
の
販
売
価
格（

支
払
総
額
）
に
千
円
未
満
が
あ
る

　
　
　
場
合
は
、
価
格
を
切
り
上
げ
て
表
示

ウ
．「

支
払
総
額
に
は
保
険
料
、
税
金
、
登
録
等
に
伴
う
費
用
等

が
含
ま
れ
て
い
る
」
旨
を
表
示

エ
．「

支
払
総
額
は
登
録
の
時
期
や
地
域
等
ー
定
の
条
件
を
付
し

た
価
格
で
あ
る
」
旨
を
表
示

　
①

 販
売
価
格
（
支
払
総
額
）
の
表
示

中
古
車
表
示
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
（
2
0
2
3
年
1
0
月
版
）

店
頭
展
示
車（
プ
ラ
イ
ス
ボ
ー
ド：
「
支
払
総
額
」の
表
示
）

プ
ラ
イ
ス
ボ
ー
ド
に
必
要
表
示
事
項
を
表
示
し
て
い
ま
す
か
？
《
□
の
付
い
て
い
る
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
》

「
車
両
価
格
」
と
「
定
期
点
検
整
備
」
及
び
「
保
証
」
に
関
す
る
表
示

●
中
古
車
の
価
格
・
品
質
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す「
定
期
点
検
整
備
」及
び「
保
証
」を
付
帯
し
て
販
売
す
る
場
合
、そ
の
費
用
は

「
車
両
価
格
」に
含
め
た
上
で
、「
定
期
点
検
整
備
付
き
」及
び「
保
証
付
き
」と
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と

●「
定
期
点
検
整
備
」の
実
施
が
、「
保
証
付
き（
又
は
新
車
保
証
継
承
）」
の
条
件
の
場
合
は
、当
該
定
期
点
検
整
備
費
用
は
保
証
に

要
す
る
費
用
と
し
て
、「
車
両
価
格
」に
含
め
た
上
で
、「
定
期
点
検
整
備
付
き
」及
び「
保
証
付
き
」と
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と

「
支
払
総
額
」
に
含
ま
れ
る
「
諸
費
用
」

●「
諸
費
用
」に
は
、購
入
時
に
最
低
限
必
要
と
な
る
保
険
料
、税
金

（
法
定
費
用
含
む
。）
、登
録
等
に
伴
う
費
用（
新
規
又
は
移
転
登
録

を
行
う
場
合
の
検
査
登
録
手
続
代
行
費
用
及
び
車
庫
証
明
手
続

代
行
費
用
)を
含
め
る
こ
と

●「
下
取
車
諸
手
続
代
行
費
用
」や
「
納
車
費
用
」等
、ユ
ー
ザ
ー
に

よ
っ
て
要
否
が
異
な
る
も
の
は
含
め
ず
に
表
示
す
る
こ
と

「
諸
費
用
」
と
し
て
「
不
適
切
な
費
用
」

●「
納
車
準
備
費
用
」や
「
納
車
点
検
費
用
」等
、そ
の
名
称
の

如
何
を
問
わ
ず
、中
古
車
商
品
化
の
た
め
の
費
用
は「
諸
費

用
」と
し
て
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

　
必
ず「
車
両
価
格
」に
含
め
て
表
示
す
る
こ
と

■
初
度
登
録
（
検
査
）
年
月

■
走
行
距
離
数

「
支
払
総
額
」
に
は
、
購
入
時
に
最
低
限
必
要
な
全
て
の
費
用
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
！

■
使
用
歴
自
家
用

■
修
復
歴
な
し

■
車
検
証
有
効
期
限
検
な
し

一
般
社
団
法
人
 自
動
車
公
正
取
引
協
議
会
 会
員
店

コ
ー
ト
リ
モ
ー
タ
ー
ス

公
取
協
会
員
番
号

01
23
45
67
89

5
9
千
 k
m

★
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
　
預
託
済
み
。

万
円

支 払 総 額2
01
8（
H
3
0
）年
7月

■
車
名
及
び

　
主
な

　
仕
様
区
分

車
両
価
格 90

.0
万
円

99
.8

諸
費
用 9.

8万
円

ス
カ
ー
レ
ッ
ト
　
1.
3X

　
13
0
0
C
C
　
C
V
T

エ
ン
ジ
ン
排
気
量
、
ボ
デ
ィ
タ
イ
プ
、
グ
レ
ー
ド
、
ミ
ッ
シ
ョ

ン
タ
イ
プ
等
、
そ
の
車
両
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
を
表
示

　
③

 車
名
及
び
主
な
仕
様
区
分

●
公
正
競
争
規
約
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
下
記
へ
●

　
　
一
般
社
団
法
人
自
動
車
公
正
取
引
協
議
会

〒
10
0-
00
14
 東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
1-
11
-3
0（
サ
ウ
ス
ヒ
ル
永
田
町
）

TE
L.
03
-5
51
1-
21
11
 F
A
X.
03
-5
51
1-
21
12

U
RL
 h
tt
ps
://
w
w
w
.a
ftc
.o
r.j
p

(2
02
3.
9)

★
XX
月
現
在
､県
内
登
録
､店
頭
納
車
の
場
合
の
価
格
で
す
。

★
お
客
様
の
要
望
に
基
づ
く
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
費
用
は
､含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

★
支
払
総
額
に
は
､保
険
料
､税
金
（
法
定
費
用
含
む
。
)､
リ
サ
イ
ク
ル
預
託
金
相
当
額
､登
録
等
に
伴
う
費
用
（
検
査
・

   
登
録
手
続
代
行
費
用
及
び
車
庫
証
明
手
続
代
行
費
用
）等
､購
入
時
に
最
低
限
必
要
な
全
て
の
費
用
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

■
定
期
点
検
整
備
付
き

★
2
4
ヶ
月
点
検
整
備

★
記
録
簿
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

定
期
点
検
整
備
費
用
を
車
両
価
格
に
含
み
ま
す
。

■
保
証
付
き

★
保
証
内
容
に
つ
い
て
は

　
保
証
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

1
年
間
走
行
無
制
限

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
保
証

■
前
使
用
者
の

   
点
検
整
備
記
録
簿
な
し

・
走
行
距
離
計
に
示
さ
れ
た
キ
ロ
数
を
表
示

・
走
行
距
離
数
に
疑
義
が
あ
る
場
合
は
、「

?」
の
記
号
と
推
定

で
き
る
根
拠
が
あ
る
場
合
は
推
定
キ
ロ
数
、
推
定
で
き
る
根

拠
が
な
い
場
合
は
「
不
明
」
と
表
示

・
走
行
距
離
計
が
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、「

改
ざ
ん
さ

れ
て
い
る
」
旨
を
表
示

・
走
行
距
離
計
が
交
換
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
走
行
距
離
計
が

交
換
さ
れ
て
い
る
旨
及
び
交
換
前
・
後
の
キ
ロ
数
を
表
示

　
⑥

 走
行
距
離
数
の
表
示

・
車
検
証
の
有
効
期
限
の
年
月
日
を
表
示

　
⑩

 自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
限
の
表
示

①

①②
③

④ ⑥
⑦ ⑧

⑩⑤ ⑨

①

⑪



特定の車両状態の表示

注文書の表示

□ 店頭展示車が特定の車両状態に該当する場合、コンディション・ノート等による表示、同書面の購入者への交付をしていますか？

□ 走行距離計が交換されている車両、改ざんが判明した車両にはシールを貼付していますか？

□ 注文書に次の事項を
　  表示していますか？

特定の車両状態とは…
①走行距離計が交換されている車両
②走行距離数に疑義がある車両
③走行距離計の改ざんが判明した車両
④修復歴がある車両
⑤定期点検整備なしで、要整備箇所のある車両

1. 販売価格
　（「支払総額」及び「車両価格」と
　「諸費用（合計額）」）

2. リサイクル料金
3. 走行距離数
4. 保証の有・無
5. 定期点検整備の有無

中古車の走行距離の不当表示を防止するため、走行距離計が交換されている車両、改ざんが判明した車両には、公取協作成のシールを 
センターピラー（運転席側）に貼付してください。

店頭表示用

スカーレット 180 GT

マフラー腐食 パッド摩耗

タイヤ溝1.3mm

70,695
35,023

不明

G18 HEA
G18-15479

○○,○○○
H17　　 １

このような車両の場合、特定の車両状態を表示した
書面（コンディション・ノート等）をフロントガラス
等に表示し、同書面を購入者に交付してください

１．�販売する車両が、特定の車両状態に該当するかどうか、
必ずチェックすること。

２．�トラブル回避のため十分な説明を行うこと。
３．�特定の車両状態に該当するにもかかわらず、これを表示
しなかった場合は、不当表示となります。

１．注文書を作成するときは、記載事項にもれのないよう確認すること。
２．注文書の記載内容をユーザーによく説明し、確認を得た上で必ず署名、捺印してもらうこと。
３．注文書の「お客様控え」を必ず交付すること。

注
意
事
項

注
意
事
項

走行距離計交換歴車シール、改ざん歴車シールの貼付

コンディション・ノートの表示例

前使用者の点検整備記録簿、保証書、A4出品票、走行メーター管理システム、カーチェックシート等

改ざん判定の根拠

①未預託の場合→　表示の必要なし
②預託済の場合
　●販売価格にリサイクル預託金相当額を含めないで表示する場合（次のいずれかの方法により表示）
　　A. 販売価格と預託金相当額の双方を表示（預託金相当額が１万円以上の場合は印紙貼付が必要）
　　B. 預託金相当額は表示せず別書面（通知書）で明示・交付（印紙の貼付は不要）
　●販売価格にリサイクル預託金相当額を含めて表示する場合（次のいずれかの方法により表示）
　　A. 預託金相当額込みの販売価格と預託金相当額の双方を表示（預託金相当額が１万円以上の場合は印紙貼付が必要）
　　B. 預託金相当額は表示せず別書面（通知書）で明示・交付
　　C. 預託金相当額は表示せずリサイクル券で明示・交付

※預託済の下取車の預託金相当額についても、上記の考え方に準じて表示してください。

交換歴車シール

改ざん歴車シール

交換した年月

交換前・後のキロ数

交換実施事業者名

改ざんが
判明した年月

※�他社において走行メーターが交換されている車両に
シールを貼付する場合は、帳票類に記載された事業者
名を転記すること

リサイクル料金（預託金相当額）の表示

走行距離計が
交換されてい
る旨及び交換
前、交換後の
キロ数

走行距離計が
改ざんされて
いる旨

修復歴がある
旨及び修復歴
の部位

1. 走行距離計が交換されている車両
不具合により自社で走行距離計を交換した場合は、交換前・後のキロ数等を記載した走行距離計
交換歴車シールをセンターピラー（運転席側）に貼付してください
仕入れ以前に他社において走行距離計が交換されている車両についても、交換前・後のキロ数等
が記載された帳票類（注）が備え付けてあり、かつ、同様の事項が記載された走行距離計交換歴
車シールが貼付されている場合は、走行距離計交換歴車として表示することができます
帳票類はあるが、走行距離計交換歴車シールが貼付されていない場合は、帳票類の記載事項を転記
した走行距離計交換歴車シールを貼付すれば走行距離計交換歴車として表示することができます
（注）�交換前・後のキロ数、交換実施事業者名、交換実施年月日が記載された「点検整備記録簿」、�

「コンディション・ノート」、「保証書」等を指します
※�走行距離計交換歴車シールが貼付されていない場合は、「走行距離数に疑義がある車両」として表示するこ
とになります。

2. 走行距離計の改ざんが判明した車両
走行距離計の改ざんが判明した車両には、「改ざんが判明した年月」を記入した走行距離計改ざん
歴車シールを貼付してください

要整備箇所がある
旨及びその箇所

走行距離数に疑義が
ある旨及び
「？」の記号
・推定根拠がある場合
　→推定走行距離数
・推定根拠がない場合
　→「不明」


